
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 4 月 

（令和８年４月改訂） 

国税庁軽減税率・インボイス制度対応室 

消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ 

（制度概要編） 

令和元年 10 月１日の消費税率の引上げと同時に、消費

税の軽減税率制度が実施されました。 

消費税の軽減税率制度は事業者の方のみならず、日々の

買い物等で消費者の方にも関係するものです。 

この「消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ」は、軽減

税率制度について、広く国民の皆様に理解を深めていただ

けるよう、わかりやすく解説したものです。 
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凡例 

 文中、文末引用の条文等の略称は、次のとおりである。 

 ○ 法令 

改正法・・・・・ 所得税法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 15 号） 

改正令・・・・・ 消費税法施行令等の一部を改正する政令（平成 28 年政令第 148

号） 

30 年改正令・・・ 消費税法施行令等の一部を改正する政令（平成 30 年政令第 135 号） 

改正省令・・・・ 消費税法施行規則等の一部を改正する省令（平成 28 年財務省令

第 20 号） 

消法・・・・・・ 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号） 

旧消法・・・・・ 改正法による改正前の消費税法 

消令・・・・・・ 消費税法施行令（昭和 63 年政令第 360 号） 

旧消令・・・・・ 改正令による改正前の消費税法施行令 

基通・・・・・・ 消費税法基本通達（平成７年 12 月 25 日付課消２－25 ほか４課

共同「消費税法基本通達の制定について」通達の別冊） 

旧軽減通達・・・ 令和５年８月 10 日付課消２－９ほか５課共同「消費税法基本通

達の一部改正等について（法令解釈通達）」により廃止された消費

税の軽減税率制度に関する取扱通達（平成 28 年４月 12 日付課軽

２－１ほか５課共同「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達等

の制定について」通達の別冊） 

 ○ 用語 

個別事例編・・・ 「消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ（個別事例編） 平成 28

年４月（令和８年４月改訂）」をいう。 

 

【注】 

令和 10 年４月１日以降、消令２の３は消令２の４へ、消令２の４は消令２の５とな

ります。 
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